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項目 具体的な措置、方策等 実施時期 令和６年度（2024年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

４ 人口や暮らしに関する
統計の整備

社会保障費用統計について、国際基準に準拠した地方
公共団体の社会保障支出の総合的な把握に向け、引き
続き情報収集や検討を行い、改善を図る。

令和５年度（2023
年度）から実施す
る。

総務省の調査（地方単独事業（ソフト）の決算額に関する
調査※等）に関する情報収集を行い、社会保障費用統計への
計上に向けた検討を進めている。令和６年度においては、労
働関係のデータについて省内の労働部局と調整を行い、計上
に向けた検討を進めている。

※「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15
日閣議決定）の指摘（地方財政計画の一般行政経費（単独）
と対応関係にある地方単独事業（ソフト）について、実態を
定量的なデータで把握するとともに、法令との関係を含めて
見える化する）に基づき、歳出小区分別に調査を実施するも
の。

実施・検討予定

公的統計の整備に関する基本的な計画の別表の検討状況等
（社会保障費用統計）

資料１
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項目 具体的な措置、方策等 実施時期 令和６年度（2024年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

４ 人口や暮らしに関する
統計の整備

国民生活基礎調査のオンライン調査の導入について、全
国導入に向けた課題の整理や必要な改善を実施の上、地
域別・世帯属性別のオンライン回答状況等、オンライン
導入に伴う結果への影響を分析し、導入効果の検証を行
う。

令和７年（2025年）
調査の企画時期まで
に結論を得る。

　オンライン調査について、令和４年（2022年）調査から一
部の都府県（埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府）
で先行導入し、全国導入に向けた課題の整理や必要な改善を
実施の上、令和５年（2023年）調査から全国導入した。
　令和６年度（2024年度）は、令和７年（2025年）調査に向
け、オンライン調査の更なる改善を実施するとともに、導入
後の結果への影響及び導入効果の分析を行い、令和７年
（2025年）調査（令和６年（2024年）９月に諮問、同年11月
の答申を経て承認）に係る統計委員会の審議過程において報
告を行った。

実施済

公的統計の整備に関する基本的な計画の別表の検討状況等
（国民生活基礎調査）
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項目 具体的な措置、方策等 実施時期 令和６年度（2024年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

４ 人口や暮らしに関する
統計の整備

人口動態調査について、統計業務の継続性確保の観点か
らも、オンライン報告システムの改修等を通じたデータ
収集・統計作成事務の効率化に継続的に取り組む。

令和５年度（2023年
度）から実施する。

　令和５年度（2023年度）は、統計業務の継続性の観点か
ら、Windows10のOS等アップデート対応及びそれに係る動作検
証を行ったほか、民法改正による再婚禁止期間の廃止に伴
い、審査条件の改修を行った。
　令和６年度（2024年度）は、統計業務の継続性の観点から
引き続き、Windows11へのバージョンアップに係る動作検証を
行ったほか、民法等改正による共同親権の導入に伴い、オン
ライン報告システムの改修が必要となることから、離婚票の
要件定義の見直し等、改修に向けた準備を行った。

継続実施

公的統計の整備に関する基本的な計画の別表の検討状況等
（人口動態調査）
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項目 具体的な措置、方策等 実施時期 令和６年度（2024年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

６ 統計各分野の取組
(1) 雇用・労働環境に関す
る新たな統計の整備等

毎月勤労統計調査について、母集団労働者数の推計方法
や季節調整法の見直しなど、更なる結果精度の向上を目
指し、調査の改善に取り組む。

令和５年度（2023
年度）から実施す
る。

　令和６年（2024年）1月の毎月勤労統計調査の改善に関する
ワーキンググループ報告書において、長期にわたり変更のな
かった季節調整法を新しいプログラム（X-12-ARIMA）に変更
することで、これまでのプログラムでの課題が解消され、安
定性を向上させる改善が期待できることが確認できたことか
ら、令和７年（2025年）１月分から、新しいプログラム（X-
12-ARIMA）に変更して季節調整値を公表した。
　令和６年（2024年）11月に「厚生労働統計の整備に関する
検討会」の下に「毎月勤労統計調査の改善に関するワーキン
ググループ」を再設置し、母集団労働者数の結果精度の向上
を図るため、母集団労働者数の推計で用いている雇用保険
データの適用率について検討を行い、令和７年（2025年）３
月７日の第３回ワーキンググループにおいて、検討結果の取
りまとめを行った。
　その結果、長期にわたり変更のなかった適用率について、
これまで産業、規模で一律であったものから、実績データに
基づいて、毎年、産業、規模別に設定することで、現在の推
計方法よりも精度向上が図られる可能性が高いことが確認さ
れた。令和７年（2025年）１月分から、産業、規模別に適用
率を設定することで対応していく。

継続実施

公的統計の整備に関する基本的な計画の別表の検討状況等
（毎月勤労統計調査）
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項目 具体的な措置、方策等 実施時期 令和６年度（2024年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

６ 統計各分野の取組
(1) 雇用・労働環境に関す
る新たな統計の整備等

外国人の雇用・労働に係る統計の整備のため、具体的な
検討を進めつつ、新たな統計調査を実施する。

令和５年度（2023年
度）から実施する。

　外国人労働者を雇用する事業所における外国人労働者の雇
用形態、賃金等の雇用管理の状況及び当該事業所の外国人労
働者の学歴、入職経路、前職に関する事項等について、その
実態等を産業別、規模別、在留資格別等に明らかにするとと
もに、今後の外国人雇用対策立案の基礎資料とすることを目
的として、有識者による検討会での意見等を踏まえ、新たに
「外国人雇用実態調査」を令和５年(2023年)10月から実施し
ている。
　なお、令和５年（2023年）の調査結果については、外国人
労働者に特化した、賃金や入職経路、入国費用等に関する初
の調査として、令和６年（2024年）12月26日に公表した。

実施済

公的統計の整備に関する基本的な計画の別表の検討状況等
（外国人雇用実態調査）
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項目 具体的な措置、方策等 実施時期 令和６年度（2024年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

６ 統計各分野の取組
(6) 教育に関する統計の作
成プロセスの整備

21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児）の調査対象者
の進学等を勘案し、関係府省との調整を含め、施策ニー
ズに即した今後の調査の方向性や調査内容について検討
する。

令和５年度（2023年
度）末までに結論を
得る。

　令和５年（2023年）３月に「厚生労働統計の整備に関する
検討会」の下に、「縦断調査の改善に関するワーキンググ
ループ」を設置し、今後の縦断調査の方向性や調査内容につ
いて検討し、令和７年（2025年）１月29日の第６回ワーキン
ググループにおいて報告書を取りまとめ、同年１月31日に公
表した。
　本ワーキンググループにおいて、21世紀出生児縦断調査
（平成22年出生児）（以下「平成22年出生児縦断調査」とい
う。）に関する今後の方向性等について議論したところ、世
代間比較を目的の一つとしていることから、21世紀出生児縦
断調査（平成13年出生児）と同様、高校１年等を対象とする
令和８年（2026年）調査（第16回）から文部科学省を実施主
体とする共管調査に変更することが適当であるという結論を
得た。
　一方、文部科学省においても、令和８年(2026年)調査（第
16回）以降、実施主体を文部科学省とする共管調査に変更す
ることについて、文部科学省の研究会において検討を行い、
文部科学省を実施主体とする共管調査として実施していくこ
とについて両省間で確認ができた。

実施済

公的統計の整備に関する基本的な計画の別表の検討状況等
（21世紀出生児縦断調査）




